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　25日は会員の皆様にお集まりいただき、これまでの活動や特に下の図の赤文字
の部分について説明し、要望や意見をいただければと思っています。

環境保全
・年2回の一斉清掃
・水路の泥上げ

維持補修
・水路点検
・直営補修

地域連携
・保育所との
農作業体験
・子ども食堂
・日曜朝市

将来計画
・地域点検
・補修計画
・担い手確保

研修事業
・国・県の研修
事業への参加
・視察研修

11月20日第2回一斉清掃 1月6日水路点検第 10月13日保育所稲刈り作業 12月6-7日国のり－ダ－研修 2月18日役員会

　３回シリ－ズで県主催の地域計画づく
りの研修に4名参加しました。実施に地
図に農地の状況・担い手の年齢別・後継
者の有無の色分けをすることにより、地
域の５年後の現状が可視化されてきま
す。きちんと現状把握をした上で今後の
計画づくりを行うことが必要です。　
　25日の全体化ではこの地域の担い手
マップを皆さんに見ていただきながら今
後の取り組みについても考える予定で
す。項目としては、耕作している所とし
ていないところの色分け、耕作している
ところについては、59歳以下・60歳か
ら75歳・75歳以上に色分けをして、75
歳以上で後継者のいないところは斜線を
入れるなどの作業を行い、5~10年後の
耕作状況を予想することが出来ました。

　2月18日（土）9時から文化会館で役員会を
開催しました。水路の補修個所の点検を行う
予定でしたが、あいにくの雨で屋内での話し合
いになりました。現在協定区域の耕作者の確
認作業と地図への落とし込みを進めています。
まず、担い手の現状確認のための作業です。出
来れば後継者等の簡単なアンケ－トも必要に
応じて実施します。
　多面的機能支払事業の大きな目的は日ごろか
らの水路等の維持管理があります。水漏れなど
の補修が必要な箇所のピックアップと直営で出
来るもの、市や業者にお願いするものを振り分
け、年次的に補修する計画作りの基礎資料にも
なります。
　この度、実際に水路点検を行ってみて、耕作
者でなければ分からない部分の水漏れ等があ
るはずなので、25日の全体会でヒアリング等
を行いピックアップすることになりました。
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12月30日には餅つき大会を実施しました。
吉田のハ－ブ入りのお餅も作りました。

2月5日、笠岡市人権文化祭と併せて「第
2回子ども食堂を実施しました。

・・・コラム・・・・・・・
土地の相続に関する新制度
2023年4月から「相続土地国庫帰属法」が
施行されます。制度の目的は「将来、所有
者不明土地が発生することを予防するた
め」で、24年から相続登記の義務化がスタ
－トします。併せて相続人申告登記が新設
されて（相続予定の人が一時的相続人を申
告する制度）これで当面は退避できる。ま
た、相続した土地を手放すことができる仕
組みでもありますが、それを行うためには
法務局に申請し、承認を得て、負担金を納
めてから土地の所有権を国庫に帰属させる
ことになります。

2023年4月から土地・建物等の利用に関
する民法の見直し施行（相続土地国庫帰
属法施行）
24年4月から相続登記義務化スタ－ト、
相続人申告登記新設
24年4月以後に所有権の取得を知ったも
のはその日から3年以内に相続登記をす
る必要があります。
27年4月から24年以前に所有権の取得を
知った未登記の相続は過料の対象に

2月9日に香川県高松市のレグザムホ－ルで
多面の中四国シンポジウムが開催。12月に
視察にお邪魔した鳥取赤碕文化センターの
西村館長の組合が表彰され、館長が記念講
演をされました。組合から3名参加。

文化会館からお知らせ
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